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未来に向かって環境のトータルアドバイザー
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ポリ塩化ビフェニル(以下｢ＰＣＢ｣)廃棄物
の適正な処理の推進に関する特別措置法の一

。部を改正する法律が公布されました
本法律は ＰＣＢ廃棄物が早期に確実かつ適、

正に処理されるよう 高濃度ＰＣＢ廃棄物を保、
管する事業者が一定期間内にその処理を行う

。ことを義務付ける等の措置を講じるものです

【主な内容】

（１）高濃度ＰＣＢ(PCB濃度:5 000mg/kg以上),

廃棄物の処分の義務付け

（２）報告徴収･立入検査権限の強化

（３）高濃度ＰＣＢ廃棄物の処分に係る代執行

公布日 平成２８年５月２日

、施行日 平成２８年８月２日までのうち

政令の定める日(一部の規定を除く)

トランス･コンデンサ等､絶縁油中のＰＣＢ濃度分析についてのお

問い合わせは下記担当者まで

環境分析部 加藤雅士、城所 亨

環境分析課 池田博一、入野一人
富士市本市場422の１ TEL 0545-61-8402 FAX 0545-63-9654



- 2 -

１．背景
ＰＣＢはカネミ油症事件を契機にその毒性が社会問題化し 昭和47年以降製造中止となり、

ました その後 民間主導で全国39箇所にて処理施設の建設が試みられましたが いずれも住。 、 、

、 。民同意が得られず 30年以上処理されない状況が続きました

平成13年 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下ＰＣＢ、

特措法)を制定し国が中心となって ＪＥＳＣＯ(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)の全国５、

箇所の事業所に処理施設を整備し 高濃度ＰＣＢ廃棄物(ＰＣＢ濃度:5 000mg/kg以上)の処理、 ,

。を実施してきました

しかし 事業所ごとの計画的処理完了期限は地元との約束で 最短で平成30年度末となって、 、

いますが 処分委託しない事業者や使用中のＰＣＢ使用製品も存在し その達成が危ぶまれる、 、

。状況となっています

本法律はこうした状況を踏まえ この期限を遵守して一日でも早く確実に処理を完了する、

。ために必要となる制度的な措置を講じようとするものです
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２．主な内容

１）高濃度ＰＣＢ廃棄物の処分の義務付け

、 。①保管事業者に 計画的処理完了期限より前の処分が義務付けられます

、 。②義務違反者に対し 改善命令ができます

。③命令違反者には罰則を科せられます

（使用中の高濃度ＰＣＢ使用製品についても所有事業者に 計画的処理完了期限より前、

に廃棄することを義務付け 電気事業法の電気工作物に該当する高濃度ＰＣＢ使用製。

品については 同法により措置されます）、 。

２）報告徴収・立入検査権限の強化

ＰＣＢ特措法に基づく届出がなされていない高濃度ＰＣＢ廃棄物等について 都道府、

。県等による事業者への報告徴収や立入検査の権限が強化されます

３）高濃度ＰＣＢ廃棄物の処分に係る代執行

保管事業者が不明等の場合に 都道府県等は 高濃度ＰＣＢ廃棄物の処分に係る代執行、 、

。を行うことができます

、 、 （ 、 ）ＰＣＢ廃棄物のおそれがある廃電気機器 廃油 汚染物等 ウエス 汚泥等

、 ・ 、 、 、については ＰＣＢ含有の有無を調査 分析し ＰＣＢ廃棄物の場合 届出

・ 。適正保管及び定められた期限までに処理 処分を行わなければなりません
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３．静岡県におけるＰＣＢ廃棄物の区分と処理体制
(静岡県廃棄物リサイクル課ホームページより抜粋)

区 分 処理施設

トランス･コンデンサ･廃PCB油 ＪＥＳＣＯ豊田事業所

高濃度ＰＣＢ廃棄物 (平成35年3月31日まで)

安定器などの小型機器 感圧複写紙 ＪＥＳＣＯ北九州事業所(PCB濃度5,000mg/kg以上) 、 、

ウエス等の汚染物 (平成34年3月31日まで)

低濃度ＰＣＢ廃棄物 PCB濃度が数十mg/kg程度の微量PCB 環境大臣による無害化処

汚染電気機器等(非意図的にPCBが混 理施設､又は都道府県知事(PCB濃度0.5mg/kg以上、

入したトランス･コンデンサ等の重 等の許可施設5,000mg/kg以下)

電機器及びOFケーブル等) (平成39年3月31日まで)

PCB汚染物には ｢PCBが付着したもの｣等が定められていますが付着の程度について 判定、 、

。する基準がないため 「PCBが付着したおそれがあるもの」はすべてPCB汚染物となります、

但し 廃重電機器等(変圧器等の重電機器及びOFケーブル)について 機器毎に測定した当、 、

0.5mg/kg以該廃重電機器等に封入された絶縁油中のPCB濃度が処理の目標基準である

であるときは当該廃重電機器等に (平成16年2月17日付環境省通知)下 該当しません。

４．試料採取および分析

お客様からのご依頼 お客様 ご依頼先 からの分析対象物の情報提供（ ）

メーカー・型式・年代等 電気機器の銘版(P3参照)の写真があれば。

。尚可

試 料 採 取 ①分析に必要な試料は少量 1g程度 です お客様 ご依頼先 が試料（ ） 。 （ ）

採取を行えるように専用の採取容器 採取器具をご用意しておりま、

。す

、 、②試料採取量は分析に必要な最小限の量とし分析後に残った採取は

。お客様（ご依頼先）にご返却させて頂きます

また 別料金にて弊社での試料採取も行っておりますので お気軽、 、

。にご相談ください

分 析 ガスクロマトグラフ ＥＣＤ 法（ ）

「 ｣絶縁油中の微量ＰＣＢに関する簡易測定法マニュアル2.1.1

平成22年1月25日環境省廃棄物 リサイクル対策部産業廃棄物課・

定量下限値 ０.１５mg/kg

ご 報 告 分析結果報告書提出


